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仕
事
の窓窓

No.4財務部

県
に
お
け
る
犯
罪
抑
止
対
策
の
一
環
と
し

て
、
沖
縄
・
地
域
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
に

よ
る
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
（
青
パ
ト
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
関
係
機
関

と
連
携
し
「
青
パ
ト
」
と
「
タ
ク
パ
ト
」

が
沖
縄
県
の
犯
罪
抑
止
対
策
に
最
大
限
の

効
果
を
挙
げ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

お
問
合
せ
先

　総
務
部
　安
心
・
安
全
対
策
推
進
官

　☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
０
６
６

防
犯
機
器
搭
載

タ
ク
シ
ー（
タ
ク
パ
ト
）の

　
　
　
　
　普及
に
つ
い
て

　「タ
ク
パ
ト
」
と
は
、
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー

ダ
ー
や
通
信
機
能
を
持
た
せ
た
車
載
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
を
搭
載
し
た
タ
ク

シ
ー
の
こ
と
で
、
運
転
手
が
事
件
・
事
故
に

遭
遇
し
た
際
に
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
画
面
を

ワ
ン
タ
ッ
チ
す
る
だ
け
で
画
像
や
位
置
情

報
を
県
警
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　走
行
中
に
不
審
者
な
ど
を
発
見
し
た
際

に
も
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
位
置
情
報
を
通
報
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
県
警
へ
の
事
件
・

事
故
の
通
報
の
迅
速
化
が
図
ら
れ
る
ほ
か
、

犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
効
果
も
期
待
で
き
ま

す
。
ま
た
、「
タ
ク
パ
ト
」
全
車
両
の
ド
ラ

イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
画
像
を
一
元
管
理
し
て

お
り
、
県
警
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
画
像
を
迅
速

に
提
供
し
、
早
期
の
事
件
の
捜
査
に
寄
与

す
る
こ
と
が
で
き
、
本
年
３
月
に
は
沖
縄

県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
長
か
ら
感
謝
状

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　沖
縄
県
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
協
会
の

協
力
の
も
と
、
令
和
６
年
２
月
末
時
点
で
、

県
内
タ
ク
シ
ー
の
約
８
割
が
タ
ク
パ
ト
と

し
て
運
行
し
て
い
ま
す
。
　

　ま
た
、
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
沖
縄

性
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
」

等
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　財
務
部
で
は
、
今
後
も
教
育
機
関
と
連
携

し
、若
年
層
に
向
け
た
出
前
講
座
を
実
施
し
て

い
く
予
定
で
す
。

　財
務
部
の
出
前
講
座
に
つ
い
て
は
、
左
記
連

絡
先
ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

　財
務
部
　財
務
課（
地
域
連
携
担
当
）

　☎
0
9
8 ‒ 

8
6
6 ‒ 

0
0
9
1

大
学
生
が
将
来
の
た
め
に

「
財
政
」、「
税
」に
つ
い
て
考
え
る

　
　
　

  

〜
in
沖
縄
国
際
大
学
〜

　財
務
部
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ま
へ
、
財
務

省
や
金
融
庁
の
施
策
を
お
伝
え
す
る
た
め
、

出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
号
で

は
、
1
月
17
日
に
沖
縄
国
際
大
学
（
１
年
生

約
1
3
0
名
）
で
行
っ
た
出
前
講
座
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。
本
講
座
は
、
令
和
元
年

7
月
以
来
2
回
目
の
沖
縄
国
税
事
務
所
と
の

合
同
開
催
と
な
り
、
租
税
教
室
も
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　財
政
の
講
座
で
は
、「
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
た

め
に
財
政
を
考
え
る
」と
題
し
て
、2
0
2
3
年

度
の
予
算
を
基
に
国
の
一
般
会
計
の
歳
入
及

び
歳
出
に
つ
い
て
お
伝
え
し
、30
年
前
と
比
べ

社
会
保
障
費
が
大
き
く
伸
び
て
い
る
こ
と
、そ

の
増
加
分
を
税
収
で
賄
う
こ
と
が
で
き
ず
、国

の
借
金
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
説

明
し
ま
し
た
。そ
の
後
、
よ
り
社
会
保
障
や
財

政
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
寸
劇
を

通
し
て
、
医
療
保
険
や
消
費
税
に
つ
い
て
賛

成・
反
対
の
立
場
に
よ
っ
て
、
様
々
な
意
見
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　続
い
て
、「
暮
ら
し
の
中
の
税
」と
題
し
て
、

身
の
回
り
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
公
共
施
設
に

係
る
費
用
が
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。ま
た
、
沖
縄

県
の
給
与
平
均
値
を
基
に
大
学
卒
業
後
、就
職

し
た
場
合
に
税
金
を
ど
の
く
ら
い
納
付
す
る

こ
と
に
な
る
か
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い

ま
し
た
。

　事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
日
本
の
財
政
の

未
来
を
考
え
る
こ
と
は
自
分
の
将
来
を
考
え

る
こ
と
だ
と
わ
か
っ
た
」、「
財
政
の
持
続
可
能

システム搭載のタクパト車内

通報内容を選んで送信

タクパトに掲示される
ステッカー

▲財務部職員による説明の様子

▲寸劇を用いた説明の様子

「日本の財政について」理解が深まりましたか。

「暮らしの中の税」について、理解は深まりましたか。

34, 64%

30, 57%
22, 41%

17, 32%

2, 4% 0, 0%

非常に理解できた
普通
あまり理解
できなかった
その他

1, 2% 0, 0%

非常に理解できた
まあまあ理解できた
あまり理解
できなかった
その他
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取引価格について
話し合いましょう！

官製談合防止法で禁止されています！

官製談合防止法で禁止された
行為ではありません！

なお、発注に係る秘密情報は、
官製談合防止法の適用有無にかかわらず、
外部に漏えいすることのないよう厳格に管理
することが必要です！

どっきん！！おしえ ！てどっきん！！おしえ ！てどっきん！！おしえ ！て

5頁に掲載しましたクイズ、みなさんわかりましたか？
答え合わせと一緒に、ぜひ解説もご確認いただき、独占禁止法、下請法、官製談合防止法、景品表示法につ
いて、理解を深めてください。

①支払いまでに交付 ②電話発注の場合は口頭
　契約となり、発注書は
　不要

③発注後直ちに交付

…

は
い

…
…

は
い

支
払
日
ま
で
に
は

正
式
な
発
注
書
を
送
り
ま
す
の
で

お
願
い
し
ま
す
ね

口
頭
で
も
契
約
で
す
か
ら

い
つ
も
通
り
の
期
限
で

お
支
払
い
し
ま
す

発
注
書
今
作
っ
て
ま
す
！

す
ぐ
送
る
の
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
！

価格
だけじゃ

ない！ 全部 全部 カルテルカルテル コストの上昇分の価格反映について、協議せずに
取引価格を据え置くと「優越的地位の濫用」と
して問題となるおそれがあるよ！

コストの上昇分の価格反映について、協議せずに
取引価格を据え置くと「優越的地位の濫用」と
して問題となるおそれがあるよ！

公正取引委員会は、中小企業等がコスト
の上昇分を適切に転嫁できるようにして、
賃金引上げの環境を整備するために、
様々なことに取り組んでいるよ。

メールでもメールでも口頭でも口頭でも文書でも文書でも

親事業者 親事業者 親事業者

よくある質問コーナーで
見たからね！
よくある質問コーナーで
見たからね！

公正取引委員会HPの
よくある質問コーナー
には具体的な違反事例
もたくさん載っています！

●物件の入札参加条件については、
当村役場のウェブサイトで公表されています

公正取引課では、皆さまからのご相談を受け付けております。
お問合せ先 総務部　公正取引課　☎ 098－866－0049

ナルホド ！そうだったのか～ ！

官製談合防止法

独占禁止法

村役場職員Ｄ

下請法

地方公共団体等の調達担当者が、受注を希望する事業者名
を伝えて入札談合に関与する行為は官製談合防止法で禁止
する行為に該当します。

単にウェブサイトの掲載場所を教示するのみであれば、
官製談合防止法で禁止された行為には該当しません。

事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべ
き商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限す
る行為は「カルテル」として独占禁止法で禁止されています。

　緊急やむを得ない事情により電話で注文内容を伝える場合であっても、電話連絡
後直ちに発注書面を交付しなければなりません。なお、電話のみによる発注は、書
面の交付義務違反となります。

　下請事業者からの請求書の提出のあるなしにかかわらず、受領日から起算して60
日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払う必要があります。
　なお、親事業者が、社内の手続上、下請事業者からの請求書が必要である場合に
は、下請事業者が請求額を集計し通知するための十分な期間を確保しておくことが
望ましく、下請事業者からの請求書の提出が遅れる場合には、速やかに提出するよ
う督促して、支払遅延とならないように下請代金を支払う必要があります。

 ①～④だけでなく、チラシ・パンフレット・カ
タログや、ディスプレイ（陳列）、実演広告な
ども景品表示法上の｢表示｣になります！
 一般消費者へ商品やサービスを販売される
際には、表示と実際が違うことがないよう、
注意が必要です。

「優越的地位の濫用」
に関する緊急調査の
実施や中小企業庁と
連携して事業者団体
への自主点検の要請
を行いました。

「労務費の適切な転嫁
のための価格交渉に関
する指針」を公表し、
発注者及び受注者それ
ぞれが採るべき行動／
求められる行動を取り
まとめました。

① ② ③ ④

価格カルテル 数量カルテル 取引先カルテル 販売地域カルテル 【公取委の取組①】 【公取委の取組②】

（支払う必要がある）

△物件も御社でお願いします

・単なる社交辞令
・信用確実な事業者に発注し
　品質を確保する
　↑正当化されません！ 市役所職員Ｂ

景品表示法
正解は、

景品表示法の「規制対象」です。
正解は、①～④全てが｢表示｣に含まれます！

　取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が取引の
相手方を主たる対象として行われるときには「取引に付随」する提供
に当たります。
　例えば、商品・サービスを購入しなければ応募できない場合など、
商品・サービスを購入すること(取引)につながる可能性が高い場合に
は、取引に付随すると認められることになります。
　通常、SNSのアカウントの友達登録は、商品・サービスを購入する
ことに直ちにつながるものではありませんが、本件では、当選者は、
景品を受け取るために、この事業者の店舗に来店しなければなりませ
んので、取引に付随することになります。
 当選者は、店舗に来店したらもれなく景品の提供を受け
られることになりますので、本件は、総付景品の規制の
対象となります。

これって問題？

A3A3A3A3 A4A4A4A4

A5A5A5A5 A6A6A6A6

A7A7A7A7 A8A8A8A8

取引あるある 答え合わせ！

A1A1A1A1 A2A2A2A2

仕
事
の窓窓

No.2総務部


